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緊急人材育成支援事業市営住宅入居者募集、税

■問 長浜公共職業安定所(7６２－２０３０)

○
募
集
期
間

12
月
10
日
（
金
）
〜
12
月
24
日
（
金
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

(

土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く)

※
12
月
８
日(

水)

か
ら
建
築
課
お
よ
び

各
支
所
で
募
集
案
内
書
を
配
付
し

ま
す
。

○
申
込
場
所

建
築
課(

東
別
館
５
階)

○
申
込
要
件

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
人

〈
共
通
要
件
〉

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
、
勤
務
場
所

を
有
し
、
市
税
お
よ
び
国
民
健
康

保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
申
込
者
お
よ
び
同
居
予
定
者
が
、

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

③
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
あ
る
こ
と

④
申
込
世
帯
の
収
入
月
額
（
合
計
）

が
15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と

※
た
だ
し
次
に
該
当
す
る
人
等
は
21

万
４
千
円
以
下
。

・
申
込
者
が
昭
和
31
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
同
居
者
の

い
ず
れ
も
が
昭
和
31
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
人
ま
た
は
平
成

４
年
12
月
24
日
以
降
に
生
ま
れ
た

人
の
場
合

・
身
体
に
し
ょ
う
が
い
（
１
〜
４
級
）

が
あ
る
人
、
精
神
に
し
ょ
う
が
い

（
１
〜
２
級
）
が
あ
る
人
、
ま
た
は

知
的
し
ょ
う
が
い
（
精
神
し
ょ
う

が
い
１
〜
２
級
と
同
程
度
）
が
あ

る
人

・
小
学
校
就
学
前
の
子
等
（
平
成
16

年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
）
が
い

る
世
帯

⑤
現
に
住
宅
に
お
困
り
で
あ
る
こ
と

〈
子
育
て
支
援
向
け
住
宅
の
要
件
〉

申
込
時
点
で
中
学
校
就
学
前
の

（
12
歳
に
達
し
た
日
以
降
の
最
初
の
３

月
31
日
を
迎
え
る
日
ま
で
に
あ
る
）

子
を
扶
養
し
、
現
に
同
居
、
ま
た
は

同
居
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
る
こ
と

○
選
考
方
法

申
込
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
の

中
か
ら
、
市
営
住
宅
運
営
委
員
会
の

審
査
、
公
開
抽
選
等
に
よ
り
、
入
居

者
を
決
定
し
ま
す
。

○
入
居
の
時
期
　

平
成
23
年
２
月
下
旬
（
予
定
）

○
そ
の
他

①
原
則
、
代
理
人
の
申
込
み
は
不
可

②
入
居
に
際
し
て
は
、
連
帯
保
証
人
２

人
が
必
要
で
す
。（
申
込
時
に
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
）
※
連
帯
保
証
人
は
、

市
内
に
居
住
し
入
居
者
と
同
程
度
以

上
の
収
入
が
あ
る
人
で
す
。

③
家
賃
は
、
入
居
者
の
収
入
月
額
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
段
階
的
に
異
な

り
ま
す
。

④
入
居
時
に
は
、
敷
金
（
家
賃
３
か
月

分
）
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

長
浜
市
市
営
住
宅
へ
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す

■問
建
築
課
（
7
６
５
―
６
５
３
３
）

■問
税
務
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ
（
7
６

５
―
６
５
２
３
）
ま
た
は
、
各
支

所
福
祉
生
活
課

毎
年
１
月
１
日
に
お
持
ち
の
土

地
・
家
屋
に
は
固
定
資
産
税
や
都
市

計
画
税(

市
街
化
区
域
内)
が
課
税
さ
れ

ま
す
。

次
の
場
合
に
は
、
平
成
23
年
度
の
課

税
額
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
家
屋(

全
部
・
一
部)

を
取
り
壊
し
た

場
合

・
住
宅
か
ら
店
舗
（
非
住
宅
）
な
ど

へ
、
ま
た
は
店
舗
な
ど
か
ら
住
宅

へ
家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
場
合

・
売
買
や
相
続
な
ど
に
よ
り
、
未
登
記

家
屋
の
所
有
権
を
移
転
し
た
場
合

・
家
屋
を
新
増
築
し
た
場
合
（
プ
レ

ハ
ブ
車
庫
な
ど
を
含
む
）

※
登
記
済
の
家
屋
や
、
既
に
税
務
課

へ
届
出
さ
れ
た
家
屋
に
つ
い
て
は

不
要
で
す
。

な
お
、
平
成
23
年
１
月
以
降
に
、

平
成
22
年
以
前
に
取
り
壊
し
た
家
屋

の
届
出
を
提
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、

取
り
壊
し
業
者
の
取
壊
証
明
書
が
必

要
で
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
り
、
使
い

方
を
変
え
た
り
し
た
場
合
は
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い

募集住宅
○一般入居向け

○子育て支援向け

※入居できる期間は、入居可能日から最長10年間です。

子育て支援向けの住宅に入居できる期間は、入居可能日から10年間、
または一番小さい子が18歳に達した日以降の最初の３月31日までのい
ずれか短い期間です。

募集住宅

日の出団地
第1-1号
（新栄町）

新庄寺団地
第9-11号
（新庄寺町）

Ｓ52
年度

Ｓ43
年度

建設
年度

準耐火構造
２階建

中層
耐火構造
４階建

構造

3DＫ

3Ｋ

間取り

55.4

40.5

住戸
面積
（㎡）

－

３

階

×

×

単身

12,600
～

24,800

8,300
～

16,400

平成22年度
家賃月額（円）
※入居者の収入
月額により
算定します

募集住宅

八幡中山団地
第1-5号

（八幡中山町）

八幡中山団地
第4-6号

（八幡中山町）

Ｈ13
年度

Ｈ13
年度

建設
年度

中層
耐火構造
３階建

中層
耐火構造
３階建

構造

3LDK

3LDK

間取り

70.1

70.1

住戸
面積
（㎡）

３

３

階

×

×

単身

25,400
～

50,000

25,400
～

50,000

平成22年度
家賃月額（円）
※入居者の収入
月額により
算定します

雇用保険を受給できない（受給が終了した）皆さまへ

「緊急人材育成支援事業」のご案内

無料の職業訓練と訓練期間中の生活保障
生活費の支給（単身者は月10万円、被扶養者がいる人は月12万円）を受けながら、スキル

アップのための職業訓練を受講することができます。（「緊急人材育成・就職支援基金」による
事業です）

○実施している職業訓練（通称『基金訓練』）
専修・各種学校、教育訓練企業、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、事業主などが実施している以下の内容

の職業訓練です。（中央職業能力開発協会の認定を受けた職業訓練）

１職種に関わりなく再就職に必要なＩＴスキル等（文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作
など）の基礎的な能力を習得するための３か月程度の訓練

２医療、介護・福祉、ＩＴなどの分野で求められる基本能力から実践能力までを習得するための３か月～１
年程度の訓練

３社会教育、環境保全などの社会的事業分野で就職したり、事業の担い手となるために必要な技能を習得す
るための３か月～１年程度の訓練

※テキスト等実費については、自己負担になります。

○訓練期間中の生活保障のための給付（『訓練・生活支援給付金』）
雇用保険を受給できない人（受給を終了した人含む）が、ハローワークのあっせんにより、基金訓練や

公共職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障として『訓練・生活支援給付金』が支給されます。

支給額
職業訓練を受講している間、毎月以下の金額が支給されます。(※)

※訓練の出席日数が８割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

訓練・生活支援給付金の支給対象となる人
以下のすべてに該当する人が対象となります。
・ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する人（※１）
・雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び職業手当を受給できない人
・世帯の主たる生計者である人（申請時点の前年の状況によります）（※２）
・申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の人
・世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である人
・現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない人
※１．現在、既に公共職業訓練を受講している人も、要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受け

ることができます。
※２．平成22年3月卒業の未就職卒業者の人を除く。

■ 訓練の受講から訓練・生活支援給付の受給までの手続きなど詳しくは、下記へ問合せください。

単身者
被扶養者がいる人

１０万円
１２万円


